
○
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
許
庁
長
官

が
定
め
る
場
合
を
定
め
る
件
（
平
成
十
八
年
特
許
庁
告
示
第
九
号
）

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

第
十
条
の
二

平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）

第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
許
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
九
年
一
月
四
日
か
ら
施
行

す
る
。

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
第
二
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
特
許
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
は
、
国
際
事
務
局
（
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ

た
特
許
協
力
条
約
第
二
条

の
国
際
事
務
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
交
付
す
る
電
子
計
算
機
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
用
い
、
か

（xix）

つ
、
国
際
事
務
局
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
手
し
た
電
子
証
明
書
を
使
用
し
て
、
規
則
第
十
条
第
五
号
に
掲
げ
る
特

定
手
続
を
行
う
場
合
と
す
る
。


